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平成３０年度 上越教育大学大学院

学校教育研究科第２次学生募集要項

第２次学生募集は，以下の課程・専攻・コースで実施します。

課 程 専 攻 ・ コ ー ス

グローバル・ＩＣＴ・学習研究コース
道徳・生徒指導コース

学 校 教 育 専 攻 教育連携コース
幼年教育コース
特別支援教育コース

修 士 課 程
言語系教育実践コース
社会系教育実践コース

教科･領域教育専攻 自然系教育実践コース
芸術系教育実践コース
生活・健康系教育実践コース

専門職学位課程
教育実践高度化専攻 教育経営コース

（教職大学院）

１ 入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）

上越教育大学では，「上越教育大学大学院学校教育研究科修士課程における修了認定・学位授与，教育

課程編成・実施及び入学者受入れの方針」及び「上越教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程にお

ける修了認定・学位授与，教育課程編成・実施及び入学者受入れの方針」を策定し，公表しています。

以下に，教育の理念・目的，修士課程及び専門職学位課程の目標，修士課程及び専門職学位課程の入学

者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）を示します。

ア 教育の理念・目的
教員という職業は，豊かな人間性に支えられた専門職である。その専門性には，子供たちの学習と

生活を支援でき，そして人類の築き上げた文化を全体として理解・把握する，つまり様々な学問分野
の考え方を整理・統合し，人間の文化的営みを理解できる総合的な資質・能力が求められている。
そのため，上越教育大学（以下「本学」という。）は，本学大学憲章に基づき，子供の未来を切り

開くことのできる確かな実践力を備え，我が国の教育を担う中核的・指導的な教員の養成を目指して
いる。

イ 修士課程の目標
(1) 学校教育専攻
臨床的視点から，幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育に関する

理論と応用を教授研究し，広い視野に立つ精深な学識を授け，教育にたずさわる者の使命と熱意に
応え，その研究研鑽を推進するとともに，初等中等教育の場において教育研究を創造的に推し進め
ることのできる能力を備えた有為の教育者を養成する。

(2) 教科・領域教育専攻
教科教育の多様な視点から，学校教育に関する理論と応用を教授研究し，広い視野に立つ精深な

学識を授け，教育にたずさわる者の使命と熱意に応え，その研究研鑽を推進するとともに，初等中
等教育の場において教育研究を創造的に推し進めることのできる能力を備えた有為の教育者を養成
する。

ウ 修士課程の入学者受入れの方針
修士課程では，以下に掲げる学生を求めており，そのために，筆記試験及び口述試験により入学者
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の選抜を行う。
① 教育及び専門領域の内容について，学士課程卒業相当の知識，実技能力及び研究方法を身につ
けている。【知識・技能】

② 教育をめぐる現代的諸課題について，専門的な知見をもとに，その対応方策を体系的総合的に
考え，判断し，その過程や結果を適切に表現することができる。【思考力・判断力・表現力・指
導力】

③ 学校等に対する社会のニーズを踏まえ，自己の学修課題・研究課題を明確に意識し，教育者と
して主体的にそれらに取り組もうとする意欲を有し，自主的に社会に貢献しようとする。【学び
に向かう態度・人間性】

修士課程の学校教育専攻及び教科・領域教育専攻の各コースのアドミッション・ポリシーは，以下
のとおりである。
(1) 学校教育専攻
〈グローバル・ＩＣＴ・学習研究コース〉
グローバル・ＩＣＴ・学習研究コースは，現代の子供たちが，多様で変化の激しい社会を生き抜

く力を身につけるため，社会・文化的，技術的ツールを活用して多様な人々と協働して課題に取り
組み，自らの生き方をつくり出していく学びが求められていると考えている。そのような学びのあ
る学習活動やカリキュラムを創造し，子供たちの学びの実際と教育の現代的課題に対応できる資質
能力を持った教員を養成することを目標としている。
本コースは，これまで身につけた専門性を基盤とし，教育の現代的課題に対応した学びを創造す

る資質と能力を養う学修が必要と考えている。自ら社会・文化的，技術的ツールを活用し，教育の
国際動向や，学校・家庭・地域環境など学びのフィールドの実際を捉え，学校教育の課題解決に資
する学習臨床的な研究を促す。そうした学修に主体的に取り組み，21世紀の学びの創造に活かす意
欲を有する人を求めている。

〈道徳・生徒指導コース〉
道徳・生徒指導コースでは，規範的意識や道徳的実践力の育成をはじめとして，生徒指導上の今

日的課題である不登校やいじめ問題の予防や対応と良好な人間関係づくり，望ましい集団活動を通
した社会性の育成，児童生徒個々人が自分の生き方・在り方を考えるための指導・援助などを，社
会全体の動向を踏まえながら検討する。こうした臨床的・実践的な教育研究活動を通して，教育的
な支援活動の理論を深く理解し，専門的職業人として活躍できる教育者を育成することを目的とし
ている。
本コースでは，これまでの教職経験を踏まえ更なる職能発達をめざす現職教員や，これから教員

を志望する学生や社会人など，臨床的・実践的な教育研究能力を高めたい人を求めている。

〈教育連携コース〉
教育連携コースでは，教師と子供・地域社会との連携や，初等教育から高等教育までの移行を支

える連携など，連携という視点に立って，教育の在り方について専門的に追究している。それを通
じて，学校教育と子供の発達を広い視野から俯瞰できる広い学識と深い理解に基づいて，教育実践
における多様な連携をデザインし，コーディネートできる高度な実践的力量を備えた教育者を育成
することを目的としている。
本コースでは，これまでの教職経験を踏まえ更なる職能発達をめざす現職教員や，これから教員

・研究者を志望する学生や社会人など，「常識」にとらわれない柔軟な思考力と，自ら考え行動する
探究心を持ち，教育の現代的課題について，教育学や心理学の立場から深く追究したい人を求めて
いる。

〈臨床心理学コース〉
（略）

〈幼年教育コース〉
幼い子供の教育現場は，子供観の変化や指導観の多様化，家庭教育機能の低下をはじめ，様々な

課題に直面している。幼年教育コースは，そうした状況と子供たちの実態を確実にとらえる研究者
や，子供たちの能力や個性に応じた専門的な知識と実践的な指導力を持つ教員を養成することを目
標としている。そのために，幼年教育学，幼年心理学，保育内容研究，近接領域の研究を専門とす
る教員が連携しながら研究・教育の充実に努めている。
本コースは，①幼年教育学，幼年心理学，保育内容研究，近接領域のいずれかについて基本的知

識を持ち，さらに専門的研究を深めたい人，②教職・保育職経験を持ち，専門的に研究することに
よってさらに実践力を高めたい人，③幼い子供たちの成長に関わることにやりがいと使命を感じる
ことができる人を求めている。

〈特別支援教育コース〉
特別支援教育コースは，障害のある幼児児童生徒の教育的ニーズに応じて適切な指導と必要な支

援を行うことができるように，なかでも実践的な臨床指導を重視し，特別支援教育の現場で直接活
かすことができる実践的指導力を身につけた専門性の高い教員の養成を目標としている。
本コースは，①特別支援教育を創造的に推進していこうとする意欲のある人，②特別支援教育に

関する様々な課題に主体的に取り組もうとする人，③障害のある幼児児童生徒の成長発達にかかわ
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る教職にやりがいと使命感を持てる人，④特別支援教育に関する高度な専門的知識と実践的指導力
を身につけようとする人，そして，⑤教育・医療・福祉・労働等に関わる人々との連携・協力を図
っていこうとする人を求めている。

(2) 教科・領域教育専攻
〈言語系教育実践コース〉
言語系教育実践コースは，言語の本質と機能，言語表現，言語芸術に関する総合的研究を基盤に，

言語・文学及び言語系教科教育に関する専門的な研究・教育を行い，広い視野と深い学識の上に，
教科専門性と実践的技能を合わせ持ち，一人一人の学習に対応できる創意溢れる実践力を持った教
員の養成を目標としている。
本コースは「国語」と「英語」の科目群からなり，教科教育の内容と方法に多様な視点を提供す

る。「国語」の科目群は，国語学，国文学，書写書道，国語科教育の各領域によって構成され，「英
語」の科目群は，英語学，英米文学，英語科教育，小学校英語教育，異文化コミュニケーションの
各領域によって構成されている。
本コースは，各教科領域の専門的な理論と方法の体得を通して言語を統合的にとらえる実践力を

培い，教育研究を創造的に造り上げようとする，意欲的・積極的な人を求めている。

〈社会系教育実践コース〉
社会系教育実践コースでは，社会について良く知っており，また知ることができるからこそ，社

会科を良く教えることができる，そのような研究と指導の高い能力をそなえた教員の養成を目指し
ている。それは，持続的な調査研究能力をもつ社会科教員であり，学び続けることができる社会科
教員である。つまり，単なる社会科教員ではなく教育研究実践者である社会科教員，すなわち，よ
り良い社会科教員を養成することを目標としている。
本コースでは，これまでの教職経験を活かして，さらなる向上を目指す現職教員に加えて，学部

で身につけた専門性や社会人としての経験を踏まえて，小学校・中学校・高等学校等で活躍する研
究力と実践力をそなえた，より良い社会科教員を目指す意欲と志のある人を求めている。

〈自然系教育実践コース〉
自然系教育実践コースは，数学や科学における，知の蓄積と体系化の歴史や自然科学の発展に関

する教養や知識を基礎として，数学や科学の学習ならびに問題解決の面白さ等を，児童・生徒に感
動とともに伝えられる，実践的指導力のある教員の養成を目的としている。
本コースは，「数学」と「理科」の科目群で構成されている。「数学」では，数や図形等の性質を

帰納的に導き，証明を通して演繹的に理解するなどして，数学的な見方や考え方の本質や教育内容
の意義を学ぶ。「理科」では，観察や実験を通して自然事象に隠された規則性や原理・法則を導く過
程を通して科学的な見方や考え方の本質や教育内容の意義を学ぶ。さらに，それぞれの科目の特徴
を踏まえ，学習に関わる理論研究の知見を応用して，教育の現代的課題に対して十分な実践力と豊
かな創造性をもって改善を図ることができる資質の高い教員を養成する。本コースは，このような
教員を目指す意欲のある人を求めている。

〈芸術系教育実践コース〉
芸術系教育実践コースは，言葉を超えたコミュニケーション手段である音楽と美術について理論，

実践の両面から究めるとともに，芸術によって育まれる豊かな感性を持つ意欲的な人材を養成する
ことを目標としている。
「音楽」の科目群は，音楽教育に関する専門の学芸を教授研究し，人間と音楽との関わりにおい

て広く豊かな知識を授けるとともに，音楽教育実践の場において優れた指導力を備えた人材を養成
することを目標としている。そのために，声楽，器楽，作曲，音楽学及び音楽教育学の面から，音
楽上の技術及び表現力を高めるとともに，社会や文化を背景として成立した音楽としての理解と鑑
賞力を育てている。
「音楽」は，音楽の持つ力で日本の教育を変えてみたいと考える人を求めている。
「美術」の科目群は，絵画，彫刻，デザイン及び工芸などの美術制作領域と美術科教育学，美術

史・美術理論の専門領域を通して，人間と美術の関わりについて研究しながら，美術教育の実践の
場において優れた指導力を備えた人材の育成を目標としている。
「美術」は，将来，学校現場をはじめとする様々な分野で活躍しようとする意欲的な人を求めて

いる。

〈生活・健康系教育実践コース〉
生活・健康系教育実践コースは，人間が健やかに生活を営む上で必要な理論や実践について，幅

広く教授研究し，生活や健康に関連する教育や指導の研究を創造的に推進できる能力を備えた教員
や関連する機関でリーダー的役割を担い得る教員を養成することを目標としている。
「保健体育」の科目群は，健康や体育・スポーツを取り巻く今日的諸課題に臨床的に対応できる

より高度な専門性と，子供たちの明るい未来の構築のために柔軟に対応できる実践的指導力，創造
的な教育・研究に取り組む力量を持った指導的役割を担い得る教員や健康，体育・スポーツ関連諸
機関の指導者を養成することを目標としている。
「保健体育」は，健康や体育・スポーツに関連する諸科学における理論と実践に関して強い興味

と関心を持ち，研究を積極的に推進する意欲と実行力を備え，自らの学識・見識を高める意欲のあ
る人を求めている。
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「技術」の科目群は，材料加工学，電気・電子工学，機械工学，情報工学，栽培学及び技術科教
育学の６つを柱とし，専門知識と広い視野を持ち実践力のある教員の養成を目標としている。
「技術」は，ものづくり教育が人間形成に果たす役割に関心があり，技術創造立国であるわが国

の技術科教育の発展を担おうとする人を求めている。
「家庭」の科目群は，家庭科教育学，生活経営学，食物学，被服学，児童学，及び住居学の６つ

の専門分野で構成されており，家庭生活を中心とした人間の生活を総合的にとらえた上で，暮らし
の充実・向上を図る実践的能力を養うことを目標としている。そのため，生まれてから死ぬまでの
人間の発達，及び人間の生活を支える科学，さらにこの両者を結びつける生活の経営の視点から，
生活者に関わるさまざまな事象を教育・研究の対象としている。
「家庭」は，自然・社会・人文科学における幅広い素養を有し，これからの家庭科教育の発展や，

家庭科に関わる専門的な研究について真剣に取り組む人を求めている。
「学校ヘルスケア」の科目群は，学校における健康に関連する諸科学を統合した教育・研究を通

じて，広い視野に立った学識を備えた人材や教育実践を創造的に推進できる人材を養成することを
目標としている。
「学校ヘルスケア」は，学校における健康に関連する科学と教育実践に強い興味と関心を持ち，

自らの学識・見識を高め積極的に研究を推進する意欲と実行力を備えている人を求めている。

エ 専門職学位課程の目標
教職に関わる精深な学識を授けるとともに，理論と実践の架橋・往還・融合を通して，教育現場

に生起する問題や事象について即時的に判断し，対応する力量を備えた高度専門職業人としての教
員を養成する。

オ 専門職学位課程の入学者受入れの方針
専門職学位課程では，以下に掲げる学生を求めており，そのために，筆記試験及び口述試験により

入学者の選抜を行う。
① 教育及び専門領域の内容について，学士課程卒業相当の知識，実技能力及び研究方法を身につ
けている。【知識・技能】

② 教育をめぐる現代的諸課題について，専門的な知見をもとに，その対応方策を体系的総合的に
考え，判断し，その過程や結果を適切に表現することができる。【思考力・判断力・表現力・指
導力】

③ 学校等に対する社会のニーズを踏まえ，自己の学修課題・研究課題を明確に意識し，教育者と
して主体的にそれらに取り組もうとする意欲を有し，自主的に社会に貢献しようとする。【学び
に向かう態度・人間性】

専門職学位課程教育実践高度化専攻の各コースのアドミッション・ポリシーは，以下のとおりであ
る。
〈教育臨床コース〉
（略）

〈教育経営コース〉
教育経営コースは，理論と実践の架橋・往還・融合を通して，生き生きとした子供の学びや教師

の活動を実現する学校を，公教育経営全体を視野に入れて，自ら企画・運営していくことのできる
「学校において指導的な役割を果たす教員」を養成することを目標としている。
教育経営とは，校長・教頭や指導主事等によって担われるものだけでなく，教務主任や生徒指導

主事などをはじめとする中核的中堅教員（ミドルリーダー）によって担われる公教育経営全体を視
野に入れた学校経営等を指すものである。そのため，教職経験を踏まえながら，より高い専門性と
実践力を持ち，学校において指導的な役割を果たそうとする高い意識を持った人を求めている。

※ 修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）と教育課程編成・実施の方針（カリキュラ
ム・ポリシー）は，本学ホームページ（http://www.juen.ac.jp/050about/010info/policy.html）
をご覧ください。
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２ 学生募集人員

課程 専 攻 募集人員 コ ー ス

グローバル・ＩＣＴ・学習研究コース （ ９人）

道徳・生徒指導コース （若干人）

修
学校教育専攻 ２５人 教育連携コース （ ８人）

幼年教育コース （若干人）

士
特別支援教育コース （ ８人）

課 言語系教育実践コース （若干人）

社会系教育実践コース （１３人）

程 教科・領域教育専攻 ４２人 自然系教育実践コース （１２人）

芸術系教育実践コース （ ８人）

生活・健康系教育実践コース （ ９人）

専 (

門教

職職

学大 教育実践高度化専攻 ９人 教育経営コース （ ９人）

位学

課院

程 )

(注1) 教育経営コースは，教育職員免許法による幼稚園，小学校，中学校，高等学校の教諭若しくは

養護教諭の専修免許状，一種免許状又は二種免許状を有する者であって，初等中等教育における

10年以上の教職経験を有するもの又はそれに準ずる社会経験を有すると認められるものを募集し

ます。（詳細は「４ 出願資格」を参照してください。）

(注2) 教育職員免許取得プログラムは，若干人を募集します。大学院の入学試験に合格し，本プログ

ラムの受講を許可された方が受講できるものですので，上記の学生募集人員の内数となります。

３ 標準修業年限

２ 年

ただし，長期履修学生制度（21ページ）の履修を許可された者（教育職員免許取得プロ

グラム（22ページ）の受講を許可された者を含む。）の標準修業年限は３年，１年制プロ

グラム（24ページ）の履修を許可された者の標準修業年限は１年となります。
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４ 出 願 資 格

次の(1)から(9)までのいずれかに該当する者です。

なお，専門職学位課程（教職大学院）は，(1)から(9)までのいずれかに該当し，かつ，(a)のコース別

の応募条件を満たす者です。

(1) 大学を卒業した者又は平成30年３月までに卒業見込みの者

(2) 学校教育法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者又は平成30年３月までに授与さ

れる見込みの者

(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者又は平成30年３月までに修了見込みの者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校

教育における16年の課程を修了した者又は平成30年３月までに修了見込みの者

(5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了

したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた

教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者又は平成30年３月まで

に修了見込みの者

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又

は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別

に指定するものに限る。）において，修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学

校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及

び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおい

て課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者又は平成30年３

月までに授与される見込みの者

(7) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす

ものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者又は

平成30年３月までに修了見込みの者

(8) 文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号参照）

(9) 本学大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者で，22歳に達したもの又は平成30年３月31日までに22歳に達するもの

(a) 教育経営コース

教育職員免許法による幼稚園，小学校，中学校，高等学校の教諭若しくは養護教諭の専修免許状，

一種免許状又は二種免許状を有する者であって，初等中等教育における10年以上の教職経験を有する

もの又はそれに準ずる社会経験を有すると認められるもの

＜参考＞

出願資格の(8)「文部科学大臣の指定した者」に該当する者は，大学を卒業していない者であって，「教育職員

免許法による幼稚園，小学校，中学校，高等学校の教諭若しくは養護教諭の専修免許状又は一種免許状を有する

者で，平成30年３月31日までに22歳に達するもの」等です。

(注1) 出願資格の(9)において，個別の入学資格審査の対象となる者は，主に「短期大学，高等専門学校，

専修学校，各種学校の卒業者やその他の教育施設の修了者など大学卒業資格を有していない者」です。

(注2) 出願資格の(9)の個別の入学資格審査により出願を希望する者は，２月28日（水）までに本学入試課に

連絡してください。

(注3) 専門職学位課程（教職大学院）のコース別の応募条件(a)について

① 経験年数の算出は，平成30年４月１日現在で，勤務形態が常勤の職員と同等である非常勤の職の

期間を含みます。なお，休職した期間がある場合は除いてください。また，１か月未満の期間があ

る場合は，１か月に切り上げ算出してください。

② 初等中等教育における10年以上の教職経験に準ずる社会経験を有すると認められるものとは，

「教育に関わる10年以上の実務経験（例：保育所，教育関係ＮＰＯ法人及び教育行政事務等における

経験）を有すると本学大学院が認めるもの」です。この認定の申請を希望する者は，あらかじめ必

要書類等を本学入試課に問合せの上，２月28日（水）までに必要書類を提出してください。

(注4) 日本国外に在住している者は，入学時までに在留資格を得る必要があります。

(注5) その他出願資格について不明な点は，本学入試課に問い合わせてください。
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５ 出願手続

(1) 出願方法

本学では，入学志願者がインターネットを利用して，専用のサイトから志願者情報を入力して出願
できる「インターネット出願」を導入しています。
昨年度までの「紙出願」（募集要項に添付の入学志願票等に記入したものを郵送する方法）は行って

おりません。
インターネット出願では，学生募集要項（冊子体）の取り寄せが不要（pdfで公開しています）とな

り，Web入力に際してエラーチェック機能により願書の記入誤りが防げます。また，検定料の支払方法
としてコンビニエンスストアやクレジットカード等の利用が可能です。

ご利用にあたってはメールアドレス・パソコン（インターネット接続済）・プリンター（Ａ４出力）
が必要です。
インターネット出願において，必要事項の登録及び検定料の支払いを行っただけでは出願手続完了

ではありません。出願に必要な書類を郵送する必要があります。出願書類の提出期限をよく確認し，
郵送に要する日数を考慮したうえで期限に間に合うよう手続きしてください。

【インターネット出願の流れ】

出願前に必要書類の事前準備をお願いします。
（各自が取り寄せるもの）
・ 卒業（見込み）証明書
・ 成績証明書
・ 同意書 など

（本学ホームページからダウンロードするもの）
・ 研究希望等調書
・ 入学希望等調書
・ 研究計画書 など

１ インターネット出願サイトへアクセス
本学入試情報ホームページ
→ http://www.juen.ac.jp/060admissions/020faculty/index.html または，

インターネット出願サイト
→ e-apply.jp/e/juen/index.html からアクセス

※ 「インターネット出願登録期間」以外は出願登録はできません。

２ 出願期間の確認
インターネット出願登録期間

出願書類提出期限
及び検定料支払期間

平成30年３月５日（月）10時～
第２次募集

平成30年３月９日（金）13時まで
平成30年３月９日（金）17時必着

（注）出願書類の提出にあたっては，「６ 出願書類の提出」を確認してください。

３ 必要事項の登録
① 画面の手順や留意事項を必ず確認してください。
② 画面に従って出願内容の選択，必要事項を入力してください。
③ 検定料の支払い方法を選択してください。
④ 支払いに必要な情報（お客様番号，確認番号，支払い期限など）を控えてください。

４ 検定料の払込
次のいずれかの方法で支払手続を行ってください。
ａ クレジットカードの場合

画面に従って，支払手続を行ってください。
ｂ 指定のコンビニエンスストア及びPay-easy（Pay-easy が利用可能な金融機関ATM及びインタ
ーネットバンキング）の場合
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① 支払方法を選択し，確定後に表示される受付番号等をメモしてください。
② メモした受付番号等を使用し，取扱い店舗で支払手続を行ってください。

※ 検定料のほかに手数料がかかります。

※ お支払い期限は，申込日を含め４日間です。（出願締切が４日より短い場合，締切が優先され
ます）また，お支払い期限内に入金がない場合，お申し込みは自動的にキャンセルとなりますの
でご注意ください。

５ 各帳票をプリンターにて印刷
検定料の支払い完了後に受信する「出願サービス 支払い完了のご案内」メールに記載されたURL

にアクセスして「web入学志願者名票」等を印刷します。

※ ページの拡大／縮小は「なし」で印刷してください。

６ 出願書類の提出

出力した各帳票と他の必要書類（卒業（見込み）証明書等）を合わせて郵送（書留速達）または
直接持参してください。

（注１） 出願書類郵送用封筒は市販の角形２号（縦33㎝，横24㎝程度）の封筒に，プリンターで

印刷した「封筒貼付用宛名シート」を貼り付けて使用してください。

（注２） 直接持参する場合の受付時間は，９時から17時までです。
（注３） 郵送の場合には，受付期限後に到着したものは受理しませんので，郵送日数等を十分考慮

して「書留速達」で早めに送付してください。

① 出願期間

第２次募集 平成30年３月５日(月) ～ 平成30年３月９日(金) （必着）

（注）直接持参される場合の受付時間は，いずれも９時から17時までです。

② 出願書類等の提出先

〒943-8512 新潟県上越市山屋敷町１番地 上越教育大学入試課

７ 出願上の注意

・ 出願内容の登録完了後の変更はできませんので，入力した内容を十分に確認してください。

なお，登録内容に誤りがあった場合は，本学入試課へ連絡してください。
上越教育大学入試課（電話 025-521-3293）

・ スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末は，閲覧などは可能ですが，推奨環境では

ありませんので，一部の端末画面からは正常に表示されない場合もあります。また，印刷をす
るための印刷機能を必要としますので，パソコンからのご利用をお勧めします。
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(2) 出願書類等

書類等の名称 提出該当者 摘 要

①入学願書 全 員
インターネット出願サイトから，手続き完了後に出力すること。

インターネット出願サイトから，手続き完了後に出力すること。

②受験票，写真票 全 員 写真は，出願前３か月以内に撮影した上半身無帽正面向の写真

データを用意し，出願手続き時にアップロードすること。

６ページの「出願資格の(1)，(3)，(4)，(5)，(6)又は(7)」

出願資格の(1)～
に該当する資格により出願する者は，出身大学長又は学部長等が

③卒業(見込み) (7)のいずれかに 作成した卒業（見込み）証明書を提出すること。

証明書等
該当する者

また，「出願資格の(2)」に該当する資格により出願する者は，

最終学校の卒業証明書等及び学位授与証明書等出願資格に関わる

証明書を提出すること。

④教育職員免許状 出願資格の(8)に
６ページの「出願資格の(8)」に該当する資格により出願する

授与証明書 該当する者
者は，免許状を授与された都道府県教育委員会から交付された証

明書を提出すること。

⑤教育職員免許状
幼稚園，小学校，中学校，高等学校の教諭若しくは養護教諭の

の写し又は教育
専門職学位課程 教育職員免許状を有する者は，全ての免許状の写しを提出するこ

職員免許状取得
（教職大学院）を と。

見込証明書
志望する者 なお，免許状を取得見込みの者は，大学等が証明した教育職員

免許状の取得見込証明書を提出すること。

⑥入学資格認定証書 出願資格の(9)に
６ページの「出願資格の(9)」の個別の入学資格審査を受けて

の写し 該当する者のみ
入学資格を認定された者が出願する場合は，本学から送付した入

学資格認定証書の写しを提出すること。

６ページの「出願資格の(1)，(3)，(4)，(5)，(6)又は(7)」

に該当する資格により出願する者は，出身大学長又は学部長等が

作成したものを提出すること。

なお，編入学により入学し，大学を卒業した者又は卒業見込み

⑦成績証明書 全 員 の者は，編入前の大学等の成績証明書も併せて提出すること。

成績証明書の成績評価欄にＮ(認定)等がある場合は，本学入試

課に問い合わせること。

「出願資格の(1)，(3)，(4)，(5)，(6)又は(7)」以外の資格に

より出願する者は，出願前に本学入試課に問い合わせること。

⑧研究希望等調書 修士課程を志望す
本学ホームページ「入試情報／大学院」から，所定の様式をダ

（第１志望） る者
ウンロードし，作成すること。（直接記入するか，文書作成ソフ

トで作成すること。）

⑨入学希望等調書
専門職学位課程 本学ホームページ「入試情報／大学院」から，所定の様式をダ

（第１志望）
(教職大学院)を志 ウンロードし，作成すること。（直接記入するか，文書作成ソフ

望する者 トで作成すること。）

現に学校，官公庁等に在職している者で現職のまま本学大学院

に入学しようとする者は，本学大学院への入学に関する所属長（例

⑩同意書 現 職 教 員 等
えば，幼稚園，小学校，中学校及び高等学校等の派遣教員（注1）

は，都道府県の教育委員会等）の同意書を提出すること。（大学

院修学休業制度及び自己啓発等休業制度の利用予定者は，同意書

の提出を要しない。）

修士課程のコース
本学ホームページ「入試情報／大学院」から，所定の様式をダ

を志望する「派遣
ウンロードし，作成すること。（直接記入するか，文書作成ソフ

⑪研究計画書
教員（注1）及び教

トで作成すること。）

職経験者（注2）」
【該当者】

修士課程のコースを志望する「派遣教員及び教職経験者」

機関長推薦により
本学ホームページ「入試情報／大学院」から，所定の様式をダ

⑫機関長推薦書
出願する者（注3）

ウンロードすること。機関長（学長又は学部長）が作成し，厳封

したものであること。

⑬志望理由書 機関長推薦により
本学ホームページ「入試情報／大学院」から，所定の様式をダ

（機関長推薦用） 出願する者（注3）
ウンロードし，作成すること。（直接記入するか，文書作成ソフ

トで作成すること。）

⑭日本語能力試験の
機関長推薦により 機関長推薦により出願する者で，日本国籍を有しない者（日本

認定結果及び成績
出願する者（注3） 国永住許可を得ている者を除く。）は，日本語能力試験Ｎ１（旧

に関する証明書
で，日本国籍を有 １級）の認定結果及び成績に関する証明書を提出すること。

しない者
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書類等の名称 提出該当者 摘 要
本学ホームページ「入試情報／大学院」から，所定の様式をダ

ウンロードすること。所属機関（学校）等の長が証明したもので

あること。

【該当者】

⑮在職期間証明書 右記に該当する者 （修士課程）

・教職経験者（派遣教員を除く）（注2）

（専門職学位課程）

教育経営コース

・志望する者全員

⑯志望理由書 教員採用試験合格 本学ホームページ「入試情報／大学院」から，所定の様式をダ

（教員採用試験合 者に対する筆記試 ウンロードし，作成すること。（直接記入するか，文書作成ソフ

格者用） 験免除希望者（注4） トで作成すること。）

⑰教員採用試験に合 教員採用試験合格 採用候補者名簿へ登録された旨の通知文書の写し又は人事異動

格したことを証明 者に対する筆記試 通知書（常勤職員としての正規採用）の写しを提出すること。

する書類 験免除希望者（注4）

⑱長期履修学生申請
本学ホームページ「入試情報／大学院」から，所定の様式をダ

書
申 請 者 ウンロードし，作成すること。（直接記入するか，文書作成ソフ

トで作成すること。）

入学した場合に教育職員免許取得プログラムの受講を希望する

者は，本学ホームページ「入試情報／大学院」から，所定の様式

⑲教育職員免許取得 教育職員免許取得
をダウンロードし，作成すること。（直接記入するか，文書作成

プログラム受講申 プログラム受講
ソフトで作成すること。）

請書 希望者
（※専門職学位課程の教育経営コースでは，本プログラムの受講

はできません。）

（※本プログラムの申請のために⑱長期履修学生申請書を提出す

る必要はありません。）

専門職学位課程 このプログラムの受講を希望する者は，本学ホームページ「入

⑳１年制プログラム （教職大学院）の 試情報／大学院」から，所定の様式をダウンロードし，作成する

履修申請書・実習 教育経営コースを こと。（直接記入するか，文書作成ソフトで作成すること。）

科目単位認定申請 志望する者で１年
書 制プログラム履修

希望者
専門職学位課程 本学ホームページ「入試情報／大学院」から，所定の様式をダ

㉑主任等としての在
（教職大学院）の ウンロードすること。所属機関（学校）等の長が証明したもので

職期間・職務内容
教育経営コースを あること。

に関する証明書
志望する者で１年
制プログラム履修
希望者
専門職学位課程 本学ホームページ「入試情報／大学院」から，所定の様式をダ

（教職大学院）の ウンロードし，作成すること。（直接記入するか，文書作成ソフ

㉒教育実践レポート
教育経営コースを トで作成すること。）

志望する者で１年
制プログラム履修
希望者

芸術系教育実践コース（音楽）を志望する者で「声楽」，「器楽」，

「作曲」を受験する者は，次によること。

芸術系教育実践 ・「声楽」を受験する者は，演奏する楽譜を提出すること。

㉓楽譜（１部）
コース（音楽）を 伴奏者を同伴する場合は楽譜にその旨を記載すること。

（コピー可）
志望する者で「声 ・「器楽」を受験する者で，管楽器・弦楽器で伴奏のある曲を

楽」，「器楽」，「作 無伴奏で演奏する場合は，伴奏楽譜を提出すること。

曲」を受験する者 ・「作曲」を受験する者は，自作作品１点以上（編曲作品も可）

の楽譜を提出すること。

日本国に在住する外国人は，次のいずれかの証明書等を提出す

日本国に在住する
ること。

㉔住民票の写し等
外国人

ア 住民票の写し

イ 在留カードの写し（在留資格・在留期間を明記したもの）

ウ 入国査証の写し（記載事項のあるすべてのページ）
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書類等の名称 提出該当者 摘 要
インターネット出願サイトから，所定の手順により支払手続を

㉕検定料（30,000円） 全 員 行うこと。７～８ページの「インターネット出願の流れ」の４「検

定料の払込」も参照すること。

㉖入学志願者名票 全 員
インターネット出願サイトから，手続き完了後に出力すること。

インターネット出願サイトから，手続き完了後に出力し，市販

㉗通信用封筒 全 員 の長形３号の封筒に貼り付けること。（封筒には，372円分の切手

を貼り付けること。）

インターネット出願サイトから，手続き完了後に出力し，市販

㉘出願書類郵送用封
の角形２号（縦33㎝，横24㎝程度）の封筒に貼り付けること。

筒
全 員 出願書類を郵送する場合は，出願書類を含む封筒の重さに応じ

た切手を貼り，郵送すること。

なお，出願書類を直接持参する場合は，切手は不要となる。

(注1) 「派遣教員」とは，所属する都道府県教育委員会又は政令指定都市教育委員会等から現職のまま「同意」

を受け出願する者をいいます。

(注2) 「教職経験者」とは，初等中等教育における３年以上（平成30年４月１日現在）の教職経験を有する者を

いいます。なお，教職経験については次の期間を含みます。

ｱ 非常勤の職については，勤務形態が常勤の職員と同等である期間

ｲ 幼年教育コースにおいては，保育所（無認可のものを除く。）の保育士として勤務した期間

ｳ 特別支援教育コースにおいては，施設・医療機関・教育訓練機関等において障害児・者に関わる支援

・指導等に職員（勤務形態が常勤の職員と同等である非常勤の職を含む。）として従事した期間

(注3) 「機関長推薦により出願する者」とは，19ページの「機関長（学長又は学部長）の推薦を受け出願する者

に対する筆記試験免除制度」により出願する者をいいます。

(注4) 「教員採用試験合格者に対する筆記試験免除希望者」とは，20ページの「教員採用試験合格者に対する

筆記試験免除制度」により出願する者をいいます。

(注5) 提出書類のうち，日本語以外で書かれた証明書，文書等がある場合には，必ず日本語訳を添付してくだ

さい。ただし，⑫機関長推薦書が，日本語以外で書かれている場合には，日本語又は英語で記載されたも

のを併せて提出してください。

(注6) 芸術系教育実践コース（美術）を受験する者は，①作品（本人の最近作２点以上）と②論文等（研究論

文や美術教育の実践に関する研究資料）の両方又はいずれか一つを試験当日に持参してください。作品は

本人が１人で持ち運べる範囲の実物，あるいは，２Ｌ判サイズ以上の作品写真のファイル等とします。

なお，大学あての郵送・運送等は認められませんので留意してください。

６ コースの志望

(1) 出願は，「第１志望」のみとします。

(2) 出願書類等受付後においては，コースの志望を変更することはできません。
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７ 入試方法

(1) 入学者の選抜は，次の方法により行います。
① 筆記試験
② 口述試験

(2) 所属する都道府県教育委員会等から派遣教員（注1）として同意を受け出願する者及び教職経験者（注2）
（以下(5)では「派遣教員・教職経験者」という。）には，筆記試験を課しません。

(3) 機関長（学長又は学部長）から推薦を受け出願する者（注3）（以下(5)では「機関長推薦により出願
する者」という。）には，筆記試験を免除します。（詳細は，19ページの「機関長（学長又は学部長）
の推薦を受け出願する者に対する筆記試験免除制度」を参照してください。）

(4) 教員採用試験合格者（注4）には，筆記試験を免除します。（詳細は，20ページの「教員採用試験合格
者に対する筆記試験免除制度」を参照してください。）

(5) 筆記試験及び口述試験の配点は次のとおりです。

修士課程

試 験 区 分 筆記試験 口述試験 計

派遣教員・教職経験者
グローバル・ＩＣＴ

教員採用試験合格者
－ ５００点

・学習研究コース
上 記 以 外 ３００点 ２００点

派遣教員・教職経験者

道徳・生徒指導コース
機関長推薦により出願する者 － ５００点
教員採用試験合格者

上 記 以 外 ２００点 ３００点
派遣教員・教職経験者

学校教育専攻 教育連携コース
機関長推薦により出願する者 － ５００点

５００点
教員採用試験合格者

上 記 以 外 ２００点 ３００点
派遣教員・教職経験者

幼年教育コース
機関長推薦により出願する者 － ５００点
教員採用試験合格者

上 記 以 外 ２００点 ３００点
派遣教員・教職経験者

－ ５００点
特別支援教育コース 教員採用試験合格者

上 記 以 外 ２００点 ３００点
派遣教員・教職経験者

国 語
機関長推薦により出願する者 － ５００点

言語系 教員採用試験合格者
教育実践 上 記 以 外 ２００点 ３００点
コース 派遣教員・教職経験者

－ ５００点
英 語 教員採用試験合格者

上 記 以 外 ２００点 ３００点

社会系教育実践コース
派遣教員・教職経験者 － ５００点

上 記 以 外 ３００点 ２００点

教科・領域 自然系 数 学
派遣教員・教職経験者 － ５００点

教 育 専 攻 教育実践
上 記 以 外 ２００点 ３００点 ５００点

コース 理 科
派遣教員・教職経験者 － ５００点

上 記 以 外 ２００点 ３００点
派遣教員・教職経験者

音 楽
機関長推薦により出願する者 － ５００点

芸術系 教員採用試験合格者

教育実践 上 記 以 外 ３００点 ２００点

コース
派遣教員・教職経験者

美 術
機関長推薦により出願する者 － ５００点
教員採用試験合格者

上 記 以 外 ２００点 ３００点
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試 験 区 分 筆記試験 口述試験 計

派遣教員・教職経験者

保健体育
機関長推薦により出願する者 － ５００点

教員採用試験合格者

上 記 以 外 ２００点 ３００点

派遣教員・教職経験者
－ ５００点

技 術 機関長推薦により出願する者

教科・領域
生活・

上 記 以 外 ３００点 ２００点

教 育 専 攻
健康系

派遣教員・教職経験者 ５００点
教育実践

家 庭
機関長推薦により出願する者 － ５００点

コース
教員採用試験合格者

上 記 以 外 ２００点 ３００点

派遣教員・教職経験者

学校ヘル 機関長推薦により出願する者 － ５００点

スケア 教員採用試験合格者

上 記 以 外 ２００点 ３００点

専門職学位課程（教職大学院）

試 験 区 分 筆記試験 口述試験 計

教 育 実 践
教育経営コース 全 員 － ５００点 ５００点

高度化専攻

(注1) 「派遣教員」とは，所属する都道府県教育委員会又は政令指定都市教育委員会等から現職のまま「同意」

を受け出願する者をいいます。

(注2) 「教職経験者」とは，初等中等教育における３年以上（平成30年４月１日現在）の教職経験を有する者

をいいます。なお，教職経験については次の期間を含みます。

ｱ 非常勤の職については，勤務形態が常勤の職員と同等である期間

ｲ 幼年教育コースにおいては，保育所（無認可のものを除く。）の保育士として勤務した期間

ｳ 特別支援教育コースにおいては，施設・医療機関・教育訓練機関等において障害児・者に関わる

支援・指導等に職員（勤務形態が常勤の職員と同等である非常勤の職を含む。）として従事した期間

(注3) 「機関長推薦により出願する者」とは，19ページの「機関長（学長又は学部長）の推薦を受け出願す

る者に対する筆記試験免除制度」により出願する者をいいます。

(注4) 「教員採用試験合格者」とは，20ページの「教員採用試験合格者に対する筆記試験免除制度」により

出願する者をいいます。
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８ 筆記試験及び口述試験の概要

(1) 筆記試験

修士課程

専攻・コース 内 容 留 意 事 項

グローバル・ 学校教育の実践にかかわる小論文 複数題から１題を選択し，1,200

ICT・学習 字程度で解答する。

研究コース 【ただし，派遣教員(注1)・教職経験者(注2)・教

員採用試験合格者(注4)には筆記試験を課さない。】

道徳及び生徒指導（教育相談，特別活 道徳及び生徒指導にかかわる関連
動，キャリア教育を含む）にかかわる小 領域から３題を出題し，そこから２

道徳・生徒
論文 題を選択し解答する。

指導コース 【ただし，派遣教員(注1)・教職経験者(注2)・機

関長推薦により出願する者(注3)・教員採用試験合

格者(注4)には筆記試験を課さない。】

学
１ 教育学 ２領域にかかわる４問の中から自
（教育の制度・経営・社会・思想に関 由に２問を選択して解答する。同じ

校
すること） 領域から２問を選択することもでき

２ 教育心理学 る。

教
教 育 連 携 （児童生徒の学習と発達の心理的側面
コース に関すること）

育 【ただし，派遣教員(注1)・教職経験者(注2)・機

専
関長推薦により出願する者(注3)・教員採用試験合

格者(注4)には筆記試験を課さない。】

攻 幼年教育の基礎にかかわる小論文（幼 ２題から１題を選択し，1,200字
年教育，あるいはそれを含む教育全般に 以内で解答する。

幼 年 教 育 かかわる基礎的内容）

コース
【ただし，派遣教員(注1)・教職経験者(注2)・機

関長推薦により出願する者(注3)・教員採用試験合

格者(注4)には筆記試験を課さない。】

特別支援教育にかかわる小論文
（特別支援教育，あるいはそれを含む教

特別支援 育全般にかかわる基礎的内容）
教育コー
ス 【ただし，派遣教員(注1)・教職経験者(注2)・教

員採用試験合格者(注4)には筆記試験を課さない。】

国 語 国 語
国語科教育，国語学，国文学，書写書 ４科目から１科目を選択して解答

教 道の科目 する。

科 【ただし，派遣教員(注1)・教職経験者(注2)・機

言 語 系
関長推薦により出願する者(注3)・教員採用試験合

・
教育実践

格者(注4)には筆記試験を課さない。】

コ ー ス領 英 語 英 語
英語の読解力を問う問題 辞書の持込みは認めない。

域
【ただし，派遣教員(注1)・教職経験者(注2)・教

教 員採用試験合格者(注4)には筆記試験を課さない。】

育
地理学，歴史学，法律学，経済学， ６科目にかかわる全問題の中から

専 社 会 系 宗教学，社会科教育の科目 自由に２問を選択して解答する。同

教育実践 じ科目から２問を選択することもで
攻 コ ー ス 【ただし，派遣教員(注1)・教職経験者(注2)には きる。

筆記試験を課さない。】
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専攻・コース 内 容 留 意 事 項

数 学 数 学
数学科教育（算数・数学科教育に関す 必須問題１題，および選択問題１

る教育実践，外国語（英語）を含む）， 題の計２題を解答する。選択問題は
数学（線形代数，微分積分，代数学，幾 ４題からなる。
何学，解析学）の内容に関する問題 辞書※の持込みを認める。

自 然 系 【ただし，派遣教員(注1)・教職経験者(注2)には ※ 辞書は英和辞書１冊とし，電子辞書の

教育実践 筆記試験を課さない。】 使用は認めません。

コ ー ス
理 科 理 科
理科教育学，物理学，化学，生物学， 全５題から１題を選択して解答す

地学の内容に関する問題 る。

【ただし，派遣教員(注1)・教職経験者(注2)には

筆記試験を課さない。】

音 楽 音 楽
音楽教育学，声楽，器楽，作曲，音楽 出願時に選択した１科目を解答す

学の５科目 る。

【ただし，派遣教員(注1)・教職経験者(注2)・機

教 関長推薦により出願する者(注3)・教員採用試験合

芸 術 系 格者(注4)には筆記試験を課さない。】

科 教育実践
コ ー ス 美 術 美 術

・ 美術科教育（図画工作・美術），絵画， 全５題から１題を選択して解答す
彫刻，デザイン，工芸の内容に関する問題 る。

領
【ただし，派遣教員(注1)・教職経験者(注2)・機

域 関長推薦により出願する者(注3)・教員採用試験合

格者(注4)には筆記試験を課さない。】

教
保健体育 保健体育

育 保健体育にかかわる小論文 1,200字程度で解答する。

専 【ただし，派遣教員(注1)・教職経験者(注2)・機

関長推薦により出願する者(注3)・教員採用試験合

攻 格者(注4)には筆記試験を課さない。】

技 術 技 術
技術教育（中学校技術・家庭科技術分 1,200字程度で解答する。

野の教育を含む）にかかわる小論文

【ただし，派遣教員(注1)・教職経験者(注2)・機

生 活 ・
関長推薦により出願する者(注3)には筆記試験を課

健 康 系
さない。】

教育実践
コ ー ス 家 庭 家 庭

家庭科教育，家庭科に関する教育実践， 左のいずれか１つ（１題）を選択
児童学，食物学，被服学の科目 して解答する。

【ただし，派遣教員(注1)・教職経験者(注2)・機

関長推薦により出願する者(注3)・教員採用試験合

格者(注4)には筆記試験を課さない。】

学校ヘルスケア 学校ヘルスケア
健康教育にかかわる小論文 1,200字程度で解答する。

【ただし，派遣教員(注1)・教職経験者(注2)・機

関長推薦により出願する者(注3)・教員採用試験合

格者(注4)には筆記試験を課さない。】
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専門職学位課程（教職大学院）

専攻・コース 内 容 留 意 事 項

教
育
実
践 教育経営
高 コ ー ス 筆記試験を課さない。
度
化
専
攻

(注1) 「派遣教員」とは，所属する都道府県教育委員会又は政令指定都市教育委員会等から現職のまま「同意」

を受け出願する者をいいます。

(注2) 「教職経験者」とは，初等中等教育における３年以上（平成30年４月１日現在）の教職経験を有する者

をいいます。なお，教職経験については次の期間を含みます。

ｱ 非常勤の職については，勤務形態が常勤の職員と同等である期間

ｲ 幼年教育コースにおいては，保育所（無認可のものを除く。）の保育士として勤務した期間

ｳ 特別支援教育コースにおいては，施設・医療機関・教育訓練機関等において障害児・者に関わる

支援・指導等に職員（勤務形態が常勤の職員と同等である非常勤の職を含む。）として従事した期間

(注3) 「機関長推薦により出願する者」とは，19ページの「機関長（学長又は学部長）の推薦を受け出願す

る者に対する筆記試験免除制度」により出願する者をいいます。

(注4) 「教員採用試験合格者」とは，20ページの「教員採用試験合格者に対する筆記試験免除制度」により

出願する者をいいます。

(2) 口述試験

課 程 内 容 留 意 事 項

主としてコースにかかわる専門分野 芸術系教育実践コース（美術）を受験

についての研究内容とこれに関連した する者は，①作品（本人の最近作２点以

教育活動，入学後の研究課題及び研究 上）と②論文等（研究論文や美術教育の

計画等について研究希望等調書を参考 実践に関する研究資料）の両方又はいず

にして試問する。 れか一つを持参すること。作品は本人が

なお，筆記試験を課さない派遣教員 １人で持ち運べる範囲の実物，あるいは，

・教職経験者には研究計画書，機関長 ２Ｌ判サイズ以上の作品写真のファイル

推薦により出願をする者には機関長推 等とする。

薦書及び志望理由書，教員採用試験合 なお，大学あての郵送・運送等は認め

格者には志望理由書も参考にして試問 ない。

修 士 課 程 する。

ただし，芸術系教育実践コース(音楽)の

「声楽」，「器楽」，「作曲」を受験する者は，

上記に加え，次の内容も課します。（「声楽」，

「器楽」は伴奏者の同伴も可）

①声楽：任意の曲を１曲，暗譜で歌う。

②器楽：任意の曲を１曲演奏する。反復は

省略。伴奏の有無及び暗譜・視奏は自由。

③作曲：出願の際に提出した楽譜につい

て，口述試験の中で試問する。
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課 程 内 容 留 意 事 項

主としてこれまでの教育実践及び入

学後に取り組みたい実践的課題等につ

いて，入学希望等調書を参考にして試

問する。

なお,筆記試験を課さない派遣教員及

専門職学位課程
び教職経験者には,出願コースにかかわ

（教職大学院）
る専門分野（教育経営コースにおいて

は教育課程・教務領域及び学年・組織

運営領域）に関する知識についても試

問する。また，機関長推薦により出願

をする者には機関長推薦書及び志望理

由書，教員採用試験合格者には志望理

由書も参考にして試問する。

９ 試験の日程

試 験 日 時 間 試 験 区 分

10：30 ～ 12：10 筆 記 試 験

平成30年３月17日(土)

13：15 ～ 15：00（予定） 口 述 試 験

（注） 教育職員免許取得プログラムの選考については，22ページの「教育職員免許取得プログラム」を参照

してください。

10 試 験 場

上越教育大学

所在地：新潟県上越市山屋敷町１番地

道 順： (1) 北陸新幹線「上越妙高」駅下車，タクシーで約15分。

(2) 妙高はねうまライン，日本海ひすいライン「直江津」駅下車，「直江津駅前」停留所から

教育大学線のバスに乗車（約20分）「教育大学」下車。

「直江津」駅からタクシーで約10分。

(3) 妙高はねうまライン「高田」駅下車，「高田」駅近くの本町６丁目停留所から教育大学線

のバスに乗車（約15分）「教育大学」下車。

「高田」駅からタクシーで約10分。
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11 合格者の発表

平成30年３月22日(木)

受験者全員に合否の通知書を郵送します。

また，合格発表日の午前10時以降に，本学のホームページ(http://www.juen.ac.jp/)で合格者の受験

番号を掲載します。これは，情報提供の一環として行うものであり，その安全性を保障することはでき

ませんので，必ず合否の通知書で確認してください。

(注) 合否に関しての電話等による問い合わせには，お答えできません。

12 入 学 手続

合格者は，次により入学手続を行ってください。

(1) 入学手続期間

平成30年３月22日（木）～平成30年３月26日（月）（必着）

入学に際し必要な書類の通知を合格通知とともに出願書類の入学志願者名票あて送付しますの

で，入学手続を上記期間内に行ってください。なお，合格発表日（３月22日（木））から入学手続

最終日（３月26日（月））までの期間が短いので，できるだけ入学手続書類を持参することとし，

「(3)納付金・提出書類等」の①及び②を前もって用意しておいてください。

(注1) 直接持参する場合の受付時間は，８時30分から17時15分までです。（土曜日及び日曜

日を除く。）

(注2) 郵送する場合は，書留速達とし，入学手続期間の最終日の17時15分までに本学に必ず

到着するよう郵送日数等を十分考慮して早めに送付してください。

(2) 入学手続場所

上越教育大学 教育支援課教務支援チーム 電話 025-521-3278

(3) 納付金・提出書類等

① 入学料 282,000円

② 写真３枚 上半身無帽正面向 縦４㎝×横３㎝

③ その他入学手続に必要な書類等

合格者に送付する入学に際し必要な書類の通知を参照してください。

（注） １ 前期分の授業料については，平成30年４月以降の代行納付（口座振替）による納付

となります。なお，授業料の納付については，希望により前期分の納付の際に後期分

も合わせて納付することができます。

授業料 前期分 267,900円

［年額 535,800円］

２ 入学料及び授業料の金額は，平成29年度入学者の金額であり，今後改定される場合

があります。

３ 在学中に授業料改定が行われた場合は，新授業料が適用されます。

４ 入学料及び授業料は免除の制度があります。「大学院案内」を参照してください。

(4) 留意事項

① 上記(1)の入学手続期間の最終日までに入学手続を完了しなかった者は，入学辞退者として取り

扱います。

② 専門職学位課程（教職大学院）の合格者で，入学までに教育職員免許法による幼稚園，小学校，

中学校，高等学校の教諭若しくは養護教諭の専修免許状又は一種免許状を取得できなかった場合（専

修免許状又は一種免許状の取得要件を満たしている場合は除く。）は，入学辞退届を提出してくだ

さい。

③ 入学手続後においては，既納の入学料は，いかなる理由があっても返還しません。
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13 機関長（学長又は学部長）の推薦を受け出願する者に対する筆記試験免除制度

(1) 機関長の推薦を受け出願する者に対する筆記試験免除制度とは

本学大学院修士課程又は専門職学位課程（教職大学院）進学への強い熱意を有し，かつ，学業成績

及び人物ともに優れていることを機関長（学長又は学部長）が認めて推薦する受験者に対し，大学院

入試における筆記試験を免除する制度です。

(2) 推薦要件

出願資格に定める各機関を平成29年度中に卒業見込み又は修了見込みの者で，本学大学院修士課程

又は専門職学位課程（教職大学院）進学への強い熱意と入学を志望する専攻・コース（科目群）にお

ける専門分野に関する優れた成績又は実績を有し，さらに人物についても優れ，機関長（学長又は学

部長）が責任を持って推薦できる者で，合格した場合には入学することを確約できる者(注)とします。

なお，日本国籍を有しない者（日本国永住許可を得ている者を除く。）は，日本語能力試験 Ｎ１（旧

１級）の合格者を条件とします。

(注) 出願の際に教育職員免許取得プログラムの受講を申請し，選考の結果，同プログラムの受講

を許可されなかった者については，入学を辞退することができます。

(3) 出願できる課程・専攻・コース（科目群）

この制度により出願できる課程・専攻・コース（科目群）は次のとおりです。

課 程 専 攻 コース（科目群）

道徳・生徒指導コース

学校教育専攻 教育連携コース

幼年教育コース

言語系教育実践コース（国語）

修 士 課 程
芸術系教育実践コース（音楽）

芸術系教育実践コース（美術）

教科・領域教育専攻 生活・健康系教育実践コース（保健体育）

生活・健康系教育実践コース（技術）

生活・健康系教育実践コース（家庭）

生活・健康系教育実践コース（学校ヘルスケア）

※上記以外の専攻・コース（科目群）には，出願できません。

(4) 出願に当たっての留意事項

① 出願に当たっては，機関長（学長又は学部長）が作成し，厳封した「機関長推薦書」及び志願者本

人が作成した「志望理由書」を提出してください。

② 「機関長推薦書」及び「志望理由書」に不備がある場合には，原則として筆記試験の免除を認めま

せんので，十分留意してください。

③ 外国の学校からの推薦書は，日本語又は英語で記載されたものを併せて提出してください。
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14 教員採用試験合格者に対する筆記試験免除制度

(1) 教員採用試験合格者に対する筆記試験免除制度とは

出願時に，教育委員会が実施する教員採用試験（当該年度前に実施された試験を含む。）の合格者

で，採用候補者名簿に登録された者又は公立学校の常勤教員として正規採用された経験のある者に対

し，大学院入試における筆記試験を免除する制度です。

(2) 対象となる課程・専攻・コース（科目群）

この制度の対象となる課程・専攻・コース（科目群）は次のとおりです。

課 程 専 攻 コース（科目群）

グローバル・ＩＣＴ・学習研究コース

道徳・生徒指導コース

学校教育専攻 教育連携コース

幼年教育コース

特別支援教育コース

修 士 課 程
言語系教育実践コース（国語）

言語系教育実践コース（英語）

芸術系教育実践コース（音楽）

教科・領域教育専攻 芸術系教育実践コース（美術）

生活・健康系教育実践コース（保健体育）

生活・健康系教育実践コース（家庭）

生活・健康系教育実践コース（学校ヘルスケア）

(3) 出願に当たっての留意事項

① 出願に当たっては，志願者本人が作成した「志望理由書」及び「採用候補者名簿へ登録された旨の

通知文書の写し又は人事異動通知書（常勤職員としての正規採用）の写し」を提出してください。

② 提出書類に不備がある場合には，原則として筆記試験の免除を認めませんので，十分留意してくだ

さい。
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15 長期履修学生制度

(1) 長期履修学生制度とは

この制度は，大学院の修士課程及び専門職学位課程（教職大学院）の通常の標準修業年限２年を超え

て３年間にわたり計画的に教育課程を履修することを認める制度です。

本長期履修学生制度を申請した方で，大学院の入学試験に合格し，併せて本長期履修学生制度の申請

を許可された方がこの制度の対象となります。

(2) 長期履修を申請できる方

本学大学院の修士課程及び専門職学位課程（教職大学院）への出願者のうち，主たる生計を維持する

ため職業に就いている方や疾病等のため，毎日の通学が困難な方です。

(3) 授業料（年額）

大学が定めた授業料年額×標準修業年限（２年）÷長期履修期間（３年）

※通常の学生２年分の授業料を３年間で分割納付することになります。

(4) 申請方法

出願書類の「長期履修学生申請書」に必要事項を記入し，大学院の入学試験の出願書類に同封し，提

出（申請）してください。

(5) 申請期間

本学大学院の出願期間と同じ期間です。

(6) 長期履修の可否の選考方法

大学院の入学試験とは別に，申請書による書類審査により決定します。なお，大学院の入学試験にお

ける口述試験の時間内に所要事項を確認します。

(7) 長期履修許可者の発表

平成30年３月22日(木)

長期履修の可否通知書を大学院合格通知書に同封して郵送します。

また，同日午前10時以降に，本学のホームページ(http://www.juen.ac.jp/)で許可者の受験番号を

掲載します。これは，情報提供の一環として行うものであり，その安全性を保障することはできません

ので，必ず通知書で確認してください。

不許可となった場合は，長期履修学生制度を利用できなくなり，大学院の修了は標準修業年限の２年

となります。

※可否に関しての電話等による問い合わせには，お答えできません。

(8) 長期履修学生制度についての問い合わせ先

上越教育大学 教育支援課教務支援チーム

電話 025-521-3275 E-mail：kyosien@juen.ac.jp
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16 教育職員免許取得プログラム

(1) 教育職員免許取得プログラムとは

このプログラムは，長期履修学生制度に基づき３年間で大学院修士課程又は専門職学位課程（教職大

学院）の教育課程と学部の教育課程を併せて履修することにより，教職に関する高度な専門知識を修得

するとともに，得意分野を持った小学校教員や中学校教員等の養成を目指すものです。

学部の教員養成カリキュラムを履修し，単位を修得することにより，教育職員免許状取得の所要資格

を得ることができます。本プログラムを申請した方で，大学院の入学試験に合格し，併せて本プログラ

ムの受講を許可された方が受講することができます。

※大学院に在籍する学生（現職教員を除く。）が，科目等履修生として学部の授業科目を履修する

場合は，教育実習に係る授業科目を履修することができません。

(2) 教育職員免許取得プログラムを申請できる方

本学大学院修士課程及び専門職学位課程（教職大学院）の出願者で，修士課程にあっては，幼稚園，

小学校，中学校又は高等学校の教育職員免許状を持っていない学生や社会人等の方のうち，教職に対し

て強い関心と意欲がある方で，教育職員一種免許状の取得希望者を，専門職学位課程（教職大学院）に

あっては，他校種又は他教科の教育職員免許状の取得希望者を対象にしています。

なお，専門職学位課程（教職大学院）の教育経営コースは，本プログラムの対象外としていますので，

同コースの志望者は，本プログラムを申請することができません。

(3) 授業料（年額）

本学が定めた授業料年額×標準修業年限（２年）÷長期履修期間（３年）

※通常の学生２年分の授業料を３年間で分割納付することになります。

(4) 申請方法

出願書類の「教育職員免許取得プログラム受講申請書」に必要事項を記入し，大学院の入学試験の出

願書類に同封し，提出（申請）してください。

なお，本プログラムの申請のために「長期履修学生申請書」を提出する必要はありません。

(5) 申請期間

本学大学院の出願期間と同じ期間です。

(6) 募集人員

若干人を募集します。

(7) 受講可否の選考方法

大学院修士課程又は専門職学位課程（教職大学院）の入学試験とは別に，面接により，教職への適性

及び教職への強い関心と意欲を持ち積極的に学習を進めていくことができるかを判断して受講の可否を

決定します。なお，面接については，大学院の入学試験における口述試験の際に併せて実施します。

(8) 受講許可者の発表

平成30年３月22日(木)

受講の可否通知書を大学院合格通知書に同封して郵送します。

また，同日午前10時以降に，本学のホームページ(http://www.juen.ac.jp/)上で受講許可者の

受験番号を掲載します。これは，情報提供の一環として行うものであり，その安全性を保障することは

できませんので，必ず通知書で確認してください。

受講不許可となった場合は，本プログラムの受講はできなくなり，大学院の修了は標準履修年限の

２年となります。

※受講の可否に関しての電話等による問い合わせには，お答えできません。



- 23 -

(9) 教育実習の履修

幼稚園，小学校，中学校又は高等学校の教育職員免許状を取得するためには，取得する免許状の種類

に応じた学校種で教育実習を行うことが必要です。

本学の教育実習は附属学校（上越市）のほか，上越市，妙高市，糸魚川市及び柏崎市の公立学校

から協力を受けており，学生の皆さんは本学の指定する学校で教育実習を行うことになります。

大学所在地から実習校までの距離は，指定された学校毎に様々です。遠方の学校では，おおよそ上

越市内で30km，妙高市内で35km，糸魚川市内で45kmの距離があり，公共交通機関又は自家用車を利用

していただくことになります。

本プログラム受講生は，原則として合併前の旧上越市外の学校で教育実習を行っていただくことにな

りますが，教育実習に係る交通費は学生の自己負担になります。

(10) 教育職員免許取得プログラムについての問い合わせ先

上越教育大学 教育支援課教務支援チーム
電話 025-521-3275 E-mail：kyosien@juen.ac.jp
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17 １年制プログラム（専門職学位課程 教育経営コース）

(1) １年制プログラムとは
本学大学院専門職学位課程（教職大学院）の教育経営コースにおいて，現職教員としての経験年数や

資質を考慮し，入学前の教員としての実務経験等に相当する業績を単位認定することにより，実習科目
の一部を履修したものとみなし，１年間で修了することを可能とするものです。

(2) 申請資格
幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校及び特別支援学校の副校長，副園

長，教頭，主幹教諭，指導教諭，教諭，助教諭，養護教諭，養護助教諭及び講師（常勤の者に限る。）
としての実務の経験を15年以上（平成30年４月１日現在）有し，かつ次の①又は②のいずれかに該当す
る者です。

① 教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たり，教育業務

連絡指導手当の支給を受ける主任又はこれに準ずる者としての合わせて２年以上の実務

経験を有するもの

② 校長，園長，副校長，副園長，教頭，主幹教諭，指導教諭，指導主事，管理主事又は

これに準ずる者としての１年以上の実務経験を有するもの

(3) 申請方法
次の①から③の書類に必要事項を記入し，大学院の入学試験の出願書類に同封し，提出（申請）して

ください。

① １年制プログラム履修申請書・実習科目単位認定申請書

② 主任等としての在職期間・職務内容に関する証明書

③ 教育実践レポート

(4) 申請期間
本学大学院の出願期間と同じ期間です。

(5) 履修可否の審査方法
大学院の入学試験とは別に，提出された申請書類に基づき，口頭試問により履修の可否を判定します。

なお，口頭試問については，大学院の入学試験における口述試験終了後，引き続き実施します。

(6) 履修許可者の発表

平成30年３月22日(木)

履修認定通知書を大学院合格通知書に同封して郵送します。
また，同日午前10時以降に，本学のホームページ(http://www.juen.ac.jp/)上で履修許可者の

受験番号を掲載します。これは，情報提供の一環として行うものであり，その安全性を保障することは
できませんので，必ず履修認定通知書で確認してください。
不許可となった場合は，１年制プログラムを履修できなくなり，大学院の修了は標準履修年限の２年

となります。

※履修可否に関しての電話等による問い合わせには，お答えできません。

(7) １年制プログラムについての問い合わせ先

上越教育大学 教育支援課教務支援チーム
電話 025-521-3275 E-mail：kyosien@juen.ac.jp
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18 入学者に対する麻疹（はしか）等感染症の予防措置

(1) 麻疹（はしか）の抗体陽性を示す証明書の提出（必須）について

本学では，学内の適切な教育研究環境を確保し，教育実習，介護等体験や研究活動等に係る協力校や

社会福祉施設における感染拡大を未然に防止するため，本学への入学者は全員，麻疹について「抗体」

を有していることが確認できる証明書を提出していただきます。（原則として，入学手続き時に提出）

「抗体」を有しているか否かについては，最寄りの医療機関で麻疹の抗体検査を受けてください。検

査の結果，抗体陽性であった場合はその証明書を提出してください。抗体陰性もしくは低抗体価であっ

た場合は，麻疹ワクチンの接種を受けてください。

入学時に証明書を提出いただけない入学者につきましては，対外的な教育研究活動について制限せざ

るを得ない場合があり，修了要件単位の履修に支障を来たすことがあります。

(2) 風疹，水痘，ムンプス（おたふく風邪）についての勧奨

風疹，水痘，ムンプス（おたふく風邪）についても，麻疹と同様の目的で抗体検査をしていただき，

検査の結果，陰性もしくは低抗体価であった場合にはワクチンを接種することをお勧めいたします（必

須ではありません）。

(3) 入学者や保護者の皆様におかれましては，経済的な負担をおかけすることになりますが，何とぞご理

解とご協力をお願い申し上げます。

なお，抗体検査につきましては，麻疹・水痘・ムンプスはEIA法（EIA-IgGを測定），風疹はHI法で

各々オーダーしてください。詳細は，合格者に送付する入学手続要項を確認してください。

19 ノート型パーソナルコンピュータの所持

情報社会の進展にともなって，学校現場でも「教育の情報化」が急速に進んでいます。学校にインタ

ーネット環境が普及したのはもちろん，電子黒板やタブレット端末といった新しい情報機器が使われは

じめ，デジタル教科書の導入も時間の問題とされています。ＩＣＴ（情報通信技術）の利活用を通じて，

21世紀に生きる子どもたちに新たな学びと確かな学力を育もうというこの流れは，今後ますます加速し

ていくでしょう。

こうした状況をふまえ本学は，情報化の最前線に立ってＩＣＴを積極的に活用し，児童生徒の情報活

用能力を育成できる教員の養成をめざして，学内の情報環境整備に取り組んできました。現在までに，

図書館や食堂を含む学内の共用エリアのほぼ全域にＬＡＮ環境を整備し，それ以外の場所でも，各所に

情報コンセント（有線接続）が設置されています。これにより，学生はどこでも自由にインターネット

に接続し学習できるようになっています。

同時に，学生には独自ドメインでのメールアドレス（修了後も継続して利用可能）を配付して諸連絡

や情報提供に利用しているほか，授業においても，履修登録をはじめ資料の共有・学習履歴の蓄積など，

様々な形でキャンパス・ネットワークが活用されています。

このため，入学時からのノート型パーソナルコンピュータの所持が必要になります。ノート型パーソ

ナルコンピュータに必要な機能やその他必要な事項については，入学手続時に改めてご案内いたします

ので，既にノート型パーソナルコンピュータをお持ちの方，これから購入を検討される方は，ご参照く

ださい。
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20 その他の留意事項

(1) 障害等があることにより，受験上又は修学上の特別の配慮を必要とする者は，出願に先立ち，２月28

日（水）17時までに申し出てください。

受験上の配慮は必要としない場合でも，修学上の配慮を必要とする者は，必ず申し出てください。

なお，申請様式は本学ホームページ(http://www.juen.ac.jp/)からダウンロードしてください。

(2) 出願書類等に不備があるときは，受理しないことがあります。

(3) 出願書類に虚偽の記載があった場合は，入学許可を取り消すことがあります。

(4) 受付後においては，納入した検定料は返還しません。

(5) 受験のための宿泊施設のあっせんは行いません。最寄りの「直江津駅」と「高田駅」の周辺にホテルや旅

館がありますので，上越観光コンベンション協会ホームページ(http://www.joetsu-kanko.net/) をご覧

ください。

(6) この募集要項に記載されていることについて変更が生じたときは，必要に応じて通知等を行うことが

ありますので留意してください。

(7) 入学試験における個人成績を本人に限り開示します。詳しくは，本学のホームページ(http://www.

juen.ac.jp/)の「入試情報／大学院／インフォメーション」→「個人成績等の開示」をご覧ください。

(8) 学生宿舎の入居申請書類等は，合格通知書に同封しますので，所定の期日までに提出してください。

申請者について，選考の上，結果を通知します。

また，大学近郊のアパート等の情報に関しては，本学学生支援課にお問い合わせください。

上越教育大学 学生支援課学生支援チーム 電話 025-521-3287

(9) キャンパス内全面禁煙

本学では，受動喫煙を防止し，学生及び教職員等の健康を守るため，また，公立学校等における敷地

内全面禁煙の実施状況を踏まえ，将来教育現場に就職することとなる学生に対し，在学中に喫煙習慣を

持たせないための環境を整備するため，キャンパス内全面禁煙（学生宿舎居室内を除く）としています。

喫煙者の方には，キャンパス内全面禁煙についてご理解の上，ご協力をお願いいたします。

なお，喫煙者の方には本学の保健管理センターにて無償の禁煙支援を実施しておりますのでご相談く

ださい。

21 個人情報の取扱いについて

本学が入学者の選抜を通じて取得した試験成績等の個人情報は，入学者の選抜のほか，入学後の入学

料等免除の選考，奨学金貸与の選考及び各種統計資料の作成・分析に使用し，これ以外の目的に用いる

ことはありません。
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22 東日本大震災等で被災した志願者への検定料等免除

上越教育大学では，東日本大震災，長野県北部地震，福島第一原子力発電所の事故又は熊本地震で被災

した方の進学機会の確保を図る観点から，平成30年度大学院学校教育研究科入学試験の実施に当たり，下

記のとおり特別措置を実施します。

記

(1) 特別措置の内容

平成30年度上越教育大学学校教育研究科入学試験に係る検定料（30,000円）の全額免除，入学料及び

授業料の全額又は半額の免除

(2) 免除の対象者

① 東日本大震災，長野県北部地震又は熊本地震における災害救助法が適用されている地域で被災し

た志願者で，以下のいずれかに該当する者

ア 主たる家計支持者が所有する自宅家屋が全壊，大規模半壊，半壊，流失した場合

イ 主たる家計支持者が死亡又は行方不明の場合

② 居住地が福島第一原子力発電所事故により，帰還困難区域，居住制限区域及び避難指示解除準備

区域に指定された者

(3) 免除方法

検定料の免除については，出願後の申請により返還します。

したがって，出願時には，必ず検定料の振込が必要となります。

入学料及び授業料の免除については，入学手続き時にお知らせします。

(4) 申請方法

「検定料免除許可申請書 兼 返還請求書」（本学のホームページ（http://www.juen.ac.jp/）から

ダウンロードしてください。）に証明書類を添付の上，申請してください。

（必要な証明書類）

免除対象 必要書類

主たる家計支持者が所有する自宅家屋が全壊，大規模半壊，り災証明書（写し可）

半壊，流失した場合

主たる家計支持者が死亡又は行方不明の場合 死亡又は行方不明を証明する書類

居住地が福島第一原子力発電所事故により，帰還困難区域，被災証明書（写し可）

居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定された者

(5) 検定料免除の申請期間

出願後 ～ 平成30年３月９日（金）（消印有効）

(6) 検定料免除申請書の提出先

上越教育大学入試課

〒943-8512 新潟県上越市山屋敷町１番地

※ 封筒の表に「検定料免除申請書在中」と朱書きしてください。

(7) 問い合わせ先

① 検定料免除に関すること

上越教育大学入試課（電話 025-521-3293）

② 入学料及び授業料の免除に関すること

上越教育大学学生支援課（電話 025-521-3286）
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23 過去の入学試験問題

(1) 本学のホームページに過去３年間の入学試験問題を公開しています。

http://www.juen.ac.jp/（→入試情報／大学院／過去の試験情報／過去の入学試験問題）

(2) 過去３年間の入学試験問題は，本学の附属図書館で閲覧することができます。

附属図書館 学術情報課 （電話 025-521-3606）

【２月の開館時間】

平日：９時～２２時

土・日・祝日：１１時～１７時

【３月の開館時間】

平日：９時～１７時

土・日・祝日：１１時～１７時

本学附属図書館の利用の詳細については，附属図書館のホームページ(http://www.lib.juen.

ac.jp/)をご覧ください。
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【参考】

出願書類等の出力方法等

出願書類のうち，出力が必要となるものは次のとおりです。

基本的に，(1)インターネット出願サイトから手続き完了後に出力するか，(2)本学ホームページから様式

をダウンロード（word版又は一太郎版）して作成することになります。

なお，全員が提出する書類と，該当者のみが提出する書類があります。詳細は，９～11ページで確認して

ください。

出力方法等

出願書類等の名称 (1) (2)
インターネット 本学ホームペー
出願サイトから ジから

入学願書 ◯

受験票，写真票 ◯

研究希望等調書 ◯

入学希望等調書 ◯

研究計画書 ◯

在職期間証明書 ◯

機関長推薦書 ◯

志望理由書（機関長推薦用） ◯

志望理由書（教員採用試験合格者用） ◯

長期履修学生申請書 ◯

教育職員免許取得プログラム受講申請書 ◯

１年制プログラム履修申請書・実習科目単位認定申請書 ◯

主任等としての在職期間・職務内容に関する証明書 ◯

教育実践レポート ◯

入学志願者名票 ※名票部分を印刷 ◯

通信用封筒（受験票等送付用） ※あて名部分を印刷 ◯

出願書類郵送用封筒 ※あて名部分を印刷 ◯

検定料の払込 ※支払方法を選択できます。 ◯
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問い合わせ先

入試に関する事項 入 試 課 TEL 025-521-3293

大学院説明会・入学相談会に関する事項 広 報 課 TEL 025-521-3626

授業内容及び教育職員免許状に関する事項 教育支援課 TEL 025-521-3275

入学料免除，授業料免除及び奨学金に関する事項 学生支援課 TEL 025-521-3286

学生宿舎等に関する事項 学生支援課 TEL 025-521-3287

就職に関する事項 学生支援課 TEL 025-521-3597
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